
川崎市卸売市場関係団体事業補助金交付要綱 
（目的） 
第１条 この要綱は、川崎市卸売市場の振興と発展を図るため、団体の運営に要する 
経費に対して補助金を交付することについて必要な事項を定める。 
 
（補助対象団体等） 
第２条 補助の対象団体は、川崎市中央卸売市場北部市場協会とする。 
２ 補助金の対象経費は、団体の運営及び実施事業に要する経費で、別表に定めると 
おりとする。 
 
（補助金の額） 
第３条 補助金は、補助対象経費総額の４分の１以内とし、かつ予算の範囲内とする。 
 
（補助金交付申請） 
第４条 補助金の交付を受けようとする団体は、補助金交付申請書（第１号様式）に当 
該年度の事業計画書及び事業予算書、誓約書（第２号様式）を添えて市長に提出しな 
ければならない。 
また、市長が必要と認めた場合は、その他必要書類を提出させることができる。 
２ 申請書の内容を変更しようとする場合は、速やかに届け出るものとする。 
 
（補助金の交付） 
第５条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めた場 
合は申請団体に通知するものとする。 
２ 市長は、前項の規定による交付決定通知後に補助金を交付するものとする。 
３ 市長は、補助金交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。 
 
（事業報告の義務） 
第６条 補助金の交付を受けた団体は、事業完了後速やかに事業報告書及び決算報告 
書を市長に提出しなければならない。 
 
（補助金の返還） 
第７条 市長は、次の各号の一に該当するときは、補助金の交付を受けた団体に対し 
てその交付を取消し、又は既に交付した補助金の全額又は一部の返還を命じることが 
できる。 
（１） 補助対象となる経費が縮小したとき。 
（２） 偽りの申請、報告又は補助金の交付に関して不正の行為があったとき。 



（３） この要綱又は補助金の交付条件に違反したとき。 
 
（指導及び監督） 
第８条 市長は、補助金の交付を受けた団体に対し、必要と認めたときは指導及び監 
督を行うことができる。 
 
（その他必要事項） 
第９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 
 
附 則 
この要綱は、平成８年４月１日から施行する。 
 
附 則 
この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 
 
附 則 
この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 
 
附 則 
この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 
 
別 表 
補助目的 補助内容 補助対象経費 

川崎市卸売市場の

円滑な運営を図り、

市場の活性化及び

振興発展に資する

ため 

当該団体の運営及び

実施する調査・研

究・広報及び研修事

業、地域交流・区民

祭協賛事業、保安対

策・福利事業等の事

業について補助する 

経費区分 内訳 
役務費 通信運搬費、手数料、保険料 

需用費 消耗品・備品費、光熱水費、会議費、印

刷製本費 
使用料及び賃借

料 
会場使用料、物品等賃借料 

外部費 委託費、諸謝金、負担金 
その他目的達成

に必要と認める

経費 

その他目的達成に必要と認める経費 

 



第１号様式 
 

川崎市卸売市場関係団体事業補助金交付申請書 
 

年   月   日  
 
（あて先） 川崎市長 
 
 

申請者  所在地 
 

 名称 
 

 代表者名 
  
   電話（   ） 

 
 
 
 
 川崎市卸売市場関係団体事業補助金交付要綱第４条の規定に基づき、補助金の交付を受けたいの

で、関係書類を添えて申請します。 
 
 
           
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

補助申請額 

事業概要 

事業費総額 

補助対象経費額 

補助対象期間 



 
第２号様式 

 
 

誓 約 書 

 

 年   月   日  

 

（宛先） 川 崎 市 長 

 

（申請者） 

所  在  地  

名     称  

代 表 者 名  
 
 

申請者は、暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定す
る暴力団員）に該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。 

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、交付決定の取消しその他の不利益
を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 

また、貴職において必要と判断した場合には、本様式に記載された個人情報を神奈川県警察本
部に提供することについて、同意します。 

 

 

代表者 

氏名
フリガナ

 性別 住所 生年月日 

    

（注１）氏名にはフリガナを付して下さい。 

（注２）性別は任意記載。ただし、照会時に性別が必要となった場合には教えていただく場合がございます。 

 


